
建築基準法施行細則に基づく建築行政事務処理要領  

平成 17年 3月 31日  

松江市訓令第 34号  

改正  平成 17年  7月 12日訓令第 37号  

改正  平成 24年  3月 26日訓令第  1号  

 

（趣旨）  

第 1条  建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）関係の事務の取

扱いについては、関係法令等に定めるもののほか、この要領の定めるところによ

る。  

（確認申請書等の取扱い）  

第 2条  確認申請書又は計画通知書（以下「確認申請書等」という。）の審査等に際

しは、確認審査等に関する指針（平成 19年国土交通省告示第 835号）に基づいて事

務処理を行うもののほか次の各号掲げることについて注意しなければならない。  

(1) 制限緩和に係る不適合既存建築物は、建築基準法施行細則（平成 17年松江市

規則第 234号）第 26条による不適合既存建築物届 2部のうち、1部は確認済証に添

付させ、 1部は建築指導課に保管し、地区別に整理しておくこと。  

(2) 自己の所有する土地以外の土地を建築敷地として確認申請書等を提出する場

合においては借地証明（様式第 1号）を添付させること。ただし、借地契約書を

提示したうえで、この契約書の写しに配置図及び公図を添付して提出する場合

で、建築主事が適当と認めるときは、借地証明を省略することができる。  

2 確認申請書等の建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号。以下「施行規則」

という。）に定める添付図書及び明示すべき事項の審査において次に掲げる重要

な建築基準関係規定に適合しない箇所があるときは、法第 6条第 13項の規定による

「適合しない旨の通知書」で処理しなければならない。  

(1) 法令等に定める許可を必要とするもので、許可のないもの又は許可の見込み

のないもの  

(2) 法第 39条又は法第 40条に基づく条例により建築物を建築することができない

もの  

(3) 法第 43条又は法第 44条、法第 45条の規定による敷地又は建築物と道路との関

係に適合しないもの  



(4) 法第 52条による延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率）又は法第 53条に

よる建築面積の敷地面積に対する割合（建ぺい率）が超過しているもの  

(5) 法第 21条、法第 26条、法第 27条、法第 35条の 3又は法第 62条の規定により耐

火建築物、準耐火建築物等としなければならない建築物の主要構造部の構造等

が不適のもの  

(6) 法第 21条、法第 55条、法第 56条又は法第 56条の 2に基づく建築物の高さ若し

くは建築物の各部分の高さの規定に適合せず主要構造部に変更を生じるもの  

(7) その他法令等に定める建築物の位置、用途、構造、規模、設備等で重要な部

分が適合しないもの  

（許可、認定申請等の取扱い）  

第 3条  法令の規定による建築許可は、各種地域、地区の指定目的を阻害するおそれ

があるもの並びに安全上、防火上、交通上及び衛生上の弊害を伴うおそれのある

ものについては、原則として抑制の方針をとり、事前に適地等に計画を変更する

よう十分に指導しなければならない。  

2 周辺の状況、建築物の用途、規模、設備等により現地を調査し、内容審査の上、

建築許可（認定）もやむを得ないと思われるものは、事前協議するものとする。  

3 事前協議後に建築許可（認定）申請書を提出させ、都市計画上等の意見書を添付

し、内容を審査し、不備又は欠陥があるときは当該申請者にこれを補正させるも

のとする。  

4 建築許可（認定）申請書の審査に当たっては、次に掲げることに注意しなければ

ならない。  

(1) 許可を受けようとする理由は、具体的に記入させること。  

(2) 騒音、振動、粉じん、煙、煤煙、悪臭、有毒ガス、爆発、火災、汚水、通風、

日照等に対する有効な対策書を提出させること。  

(3) 利害関係者名簿は、敷地周囲から最低 50メートル範囲のものを提出させるこ

と。  

（仮設建築物の許可申請の取扱い）  

第 4条  法第 85条第 5項の規定による仮設建築物の許可申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、不備又は欠陥があるときは、当該申請者にこれを補正させ、

現地調査を行い、支障がないと認めるときは、市長が許可するものとする。  

（道路位置指定申請の取扱い）  



第 5条  道路の位置の指定の申請があったときは、現地調査及び内容審査し、適合す

ると認めるときは、申請者に着工してよい旨（様式第 2号）を通知するものとする。  

2 申請書提出時に島根県建築基準法施行条例（昭和 48年島根県条例第 20号）第 4条

によるがけ地の擁壁設置及び排水溝等を指導し、明示させるものとする。  

3 宅地造成については、宅地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）の基準に準じ

て、土砂の流出防止、擁壁及び排水溝の構造を指導して災害防止に努めるものと

する。  

4 道路の位置の指定の申請のとおり工事が完了したときは、申請者から工事完了届

（様式第 3号）を提出させ、完了検査を行うものとする。  

（仮使用承認申請の取扱い）  

第 6条  市長（法第 7条第 1項の規定による申請があった後においては建築主事）は、

仮使用承認申請書が提出されたときは、内容を審査し、安全上、防火上及び避難

上の支障があると認められたときは、是正指導しなければならない。  

2 仮使用承認に当たっては、消防長と協議し、必要に応じて、使用停止等の措置を

とり得る行政機関と協議するものとする。  

（工事中における安全上の措置等に関する計画の届出）  

第 7条  市長は、施行規則第 11条の 2に定める図書を 2部提出させ、前条に準じ、審査

指導する。  

（報告の取扱い）  

第 8条  法第 12条第 5項の規定により、報告を求める場合においては、建築基準法第

12条第 5項に基づく報告書（様式第 4号）を提出させ、現地調査を行うものとする。  

（申請書等の提出部数）  

第 9条  次の各号に掲げる届出書の提出部数は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

(1) 工事とりやめ届  1通  

(2)  取下届  1通   

附  則  

（施行期日）  

1 この訓令は、平成 17年 3月 31日から施行する。  

（経過措置）  

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の松江市建築基準法施行細則に基づく



建築行政事務処理要領（昭和 58年松江市訓令第 5号）の規定によりなされた手続そ

の他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成 17年 7月 12日松江市訓令第 37号）  

この訓令は、平成 17年 7月 12日から施行する。  

附  則（平成 24年 3月 26日松江市訓令第 1号）  

この訓令は、平成 24年 4月 1日から施行する。  





 




